
＝これからの予定＝ 
◆例会 「名古屋市議会議員選挙立候補予定者に女性政策を 

聞く会」 
日時：2014年11月29日（土）14:00～16：30 

場所：イーブルなごや（旧名古屋市女性会館） 第一研修室 

参加者(予定）：各政党から一名、現役無所属女性議員、 

新人立候補予定者など 

※現在、各政党や立候補予定者に出席の依頼をかけているところです。「ご参

加の返事をいただいた順にブログに掲載しています 

http://ameblo.jp/workingwymyn/entry-11920019332.html」 
詳細は、次のニュースにて 

◆その他 

 ●11月：フェミ企画「フランス女性事情を聞く（仮題）」 
 ●12月：ＷＷ年末パーティ 12月14日（日）（予定） 
  詳細は次号で 
＝目次＝ 
夏合宿報告：「安倍政権の女性政策をどう見るか」・・・P1～4 

｢地方議会の女性政策について学ぶ｣・・・P5～6 

「経産省前テント撤去訴訟について」・・・P7～10 

フェミ企画：9月の企画（内容多彩）・・・P11 

高野史枝の女の映画評：『思い出のマーニー』・・・P12～13 

クリッピングニュース（新聞記事から）・・・P14 

残念！女性町長ならず―東郷町長選挙の報告・・・P15 

投稿：ふるさと納税のすすめ・・・P16 

ミニコミ「資料室」・・・P17 

おでかけ情報・じょうほう・・・P18～19 
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いったいなぜ安倍政権は女性の活躍支援を推進するんでしょうか？ 

・自民党の中でも、とりわけ保守主義で有名な安倍晋三首相が、「女性の活躍」を支

援するのはなぜ？ 

・竹信三恵子氏は「『新保守と新自由主義の合体』によって『男は過重な仕事と多少

の家庭責任、女は過重な仕事と過重な家庭責任』という新性別役割分業が推し進め

られる兆しが見て取れる」と疑念。 

・しかし、 

 ＊単に新自由主義＋保守主義とも言い切れない →「女性の活用は社会的投資戦略」

としての側面があるかも。 

 ＊保守層における「男女」の考え方のある種の変化があるのではないか 

  →変化した部分とは―「公的領域」においては、「女性の活躍」を素直に評価 

 ＊それをどう見るべきなのか？  

→二つの解釈可能性 

①公私二元論（性別役割分担）の新たな持続か、②「典型的な家族」の持続だが、

男女の役割分担の意識は弱いのか。（家族が存続していくなら、女性は専業主婦

でいてくれということではなく、働きに出て、稼いできていいよ～偉くなっても

いいよ～というような…）。 

＊ いずれにしても、「男性の変化」への視点は弱い。 

 

ＷＷ夏合宿  

「安倍政権の女性政策をどう見るか？」 
講師 田村哲樹さん（名古屋大学大学院法学研究科教授） 

熱気あふれる田村哲樹教授の講演 
 夏合宿一日目（8月 30日）は、名古屋大学大学院法学研究科教授（法学博士）の田村
哲樹さんをお招きし、「安倍政権の女性政策をどう見るか」というテーマでお話をお聞
きしました。 
田村教授は 1970 年生まれという少壮の新進学者。政治理論、民主主義理論がご専門

で、「政治理論とフェミニズムの間―国家 社会 家族」ほか、多数の著書や論文を発
表されています。実生活でもパートナーとの間にお二人のお子さんがあり、2002年、名
古屋大学の男性職員として初めて育児休業を取得されています。お子さんとシングルフ
ァーザーとして海外で暮らした経験もあり、ワーキングウーマンにも共感度が高い男性
です。最近は「あいちイクメン応援会議」にも参加、活動されています。 
今回の参加者は 40 名近くになり、残暑をものともせず、皆熱心に聞き入り、このテ

ーマへの関心の高さを感じさせ、それに応えて田村教授も、詳細なレジュメをもとに 2
時間たちっぱなしで熱く語っていただきました。 
田村教授のお話は大変緻密で論理的、2 時間があっという間に感じられましたが、と

ても全部はご紹介できません！したがってかなりの部分をすっ飛ばし、中心部分だけを
抜き書きし、自分の理解を入れました。わかりにくい所や飛躍があると感じられる部分
があったら、それはすべて報告者のセイですので、ご容赦ください。 

 



具体的には、安倍政権の女性政策にはどんなものがあるんですか？ 

①「成長戦略スピーチ」（2013 年 4 月） 

 ＊ 「女性の活躍」は成長戦略の中核。 

 ＊ 2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30％以上に。 

②「日本再興戦略」（2013 年 6 月） 

＊ 女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセ

ンティブ付与等。 

＊ 女性のライフステージに対応した活躍支援。 

＊ 男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備。  

③「日本再興戦略 改訂 2014」（2014 年 6月） 

 →「改革の 10 の焦点」の一つとして「女性の活躍推進」 

＊「放課後子ども総合プラン」など 10 点の具体案。  

④「女性のチャレンジ応援プラン推進会議」の設置（2014 年 7月 25日） 

 ＊ 正社員等としての／専門資格を生かした（再）就職支援、地域貢献支援、起業

支援。 

・もし全部実現したら、結構すごい内容だ！！ 

 

こうした安倍政権の女性政策をどう見ればいいのでしょうか…新自由主義？それと

も社会的投資？ 

①新自由主義としてみるなら（レーガン・サッチャーなどの保守的／右派政権が採用） 

 ＊ 国家から市場へ：「小さな政府」と競争 →規制緩和と公共サービスの民営化

（できるだけ国ではなく、民間に任せましょう。但し政府規模は小さいけど、

国防と警察は大きいよ）。 

＊ 個人の選択と（自活する）、「責任」（選択は自由だけど、責任があるよ）。 

 ＊ ワークフェア workfare（就労のための福祉）。 

（社会保障が受けたければ働きなさいよ。社会保障支出はできるだけ切り詰める

けど）。  

②社会的投資として見るなら（ヨーロッパでは左派・中道左派の考え方） 

 ＊ 依然として国家の役割はある。 

   →ただし 20 世紀的福祉国家ではなく、エンパワーメント／「人的資本」への

投資を通じて、「労働の場で役に立つ人材」を作る。 

 ＊ 個人の潜在能力向上を通じて、良質な雇用を創出したい。 

 ＊ 対象は子ども、女性、高齢者。 

 

安倍首相の政策を検討すると… 

①単純に「新自由主義的」とは言えない。 

＊ 確かに自民党の立場は「自助」「自立」。 

＊ しかし「女性の登用」にせよ「育休３年」にせよ、単純な福祉削減ではない。 

→むしろ「社会的投資」に近い。 

②では「社会的投資」ならばよいのか？  

→結局、就労を通じた自立が目標となり、それを達成できない人々は排除さ

れてしまうのではないか。 

③保守主義（＝伝統的な家族観）の表れではないのか。  

④女性政策として見た場合に問題はどこにあるのか。 



   ・男女間でのケアの再配分という視点が欠ける。 

   ・女性の就業促進という観点だけでは、「男性と女性のあいだでの無償労働の

平等なシェアの推進や、男性の行動を変化させることへの注目」も欠ける。 

   ・社会的投資論には、女性が担ってきたケアを福祉・育児サービスによって代

替＝脱家族化／商品化しようとする傾向が見られるが、それが問題。 

   ・ケア役割は完全には「脱家族化」または「商品化」できないから、ケアを行

うべきというプレッシャーは男性よりも女性の方が強い。 

   ・「断片化」の結果、様々なサービス利用の間の調整が必要となるが、その役

割は依然として女性＝妻＝母にあてがわれたまま。 

  ＜ここが重要！＞ 

・男女平等のためには、ケア役割の男女間での再配分を通じて、男性の行動を

変化させることが必要なのだが、安倍政権は総じて「男性を変える」視点は

弱い。 

 

保守的な立場を自認する人々が、「女性の活躍」支持の立場を取ることをどのよう

に理解すればいいんですか。 

① 結局、「伝統的な」男女観＝性別分業観は変わったのか、変わっていないのか？ 

  …変わっていない。だから「私的領域」については、依然として「伝統的」だ

けれど、「公的領域」の「男女平等」は（基本的に）支持。ここにある種の「新

しさ」＝現代化した保守、があるとも考えられないか。 

・ただし、この場合は結局、「男は過重な仕事と多少の家庭責任、女は過重な仕

事と過重な家庭責任」という、竹信さんの疑念の可能性が出てくる。   

②「家族の価値」 ＞ 性別分業と思っているのかも…。 

・家族形態がキチンと維持されるなら、性別分業なしでもいいと思っているのか

もしれない… 

  安倍首相の言葉「家族の素晴らしさや価値を再認識することが必要でありま

す。かかる観点から、仕事と生活の調和を実現していくことは、女性にとっ

てだけではなく、男性にとっても重要であります。」（第 25 回男女共同参

画会議（2007 年 2月 14日）での安倍首相のあいさつから）。 

  →「男性の変化」と齟齬をきたさない可能性もある？ 

結局、安倍政権の進めようとしている「女性の活躍」を、どう評価すればいいんで

しょうか。 

① 「女性の活用」だから問題では？（活躍と言ってるけど、活用だ！）。 

・女性の活用は、経済政策のダシ？人権の視点は無い。 

・女性を真に活用したければ、「男性の女性化」（男性のケア参画）が必要。 

② 「家族」だから問題では？（近代的典型的家族を想定しているからダメなんじ

ゃ？）。 

→「子どもは家庭が育てる」を基礎とする限り、ケアは女性に割り振られる。 

さらに…     

○「安倍政権の女性政策」は、安倍政権だけが言っているのか、保守層自体が本当に

そう考えているのかどうか、見極めるのは難しい。 

 →従来からの（男性のケア視点がない）日本の状況＋世界的な動向（男女平等があ

まりにも遅れている日本への外圧）の関係から出て来たのか。 

○「男性の変化」への視点は重要。 



 →しかし、今後、それが政治の主流になるかは、なお検討課題（不明）。 

 
田村講演について、あとで皆さんからは質問や感想が沢山出ました。ここでいくつか

ご紹介します。（要旨） 

・「安倍氏とその周辺は、家族の崩壊―若者の未婚や多様なカップルの出現で、伝統

的家族が崩れていくことを、最も恐れているのではないか。それを護るための方

策として、男女共同参画社会（の推進）という搦め手からのアプローチをしよう

としているのではないかと感じました」 

 ←（田村さんの回答） 

  「そういう面もあるかもしれないが、安倍氏は理念の人で、家族が大事と言って

いるのは理念」 

・「男性の育休取得が２％を超えた。育休中の所得補償をすることで、男性の育児休

業が増えるのではないか」 

←「キーワードで社会問題が変化を呼ぶこともある。イクメンという言葉がそのキー

ワードで、社会を変える事が出来るかも」 

・「女性の活用について、安倍政権は企業に口を出し指導している。今までなかった

ことだが、それをどう思うか」 

←「経済団体に直接依頼をするというのは、それ自体は大きなこと。経済団体が民主

党政権に戻りたくないなら（笑）安倍さんのいう事を聞いた方がいいと考える可

能性はある」 

・「70 年代に女性問題として反対していたのが配偶者控除。これを安倍政権が出し

てきたことに驚愕（笑）本気なのか」 

←「どこまで本気なのかは計りかねるが、流れの中にあるのは確か。真面目にやろう

としているかどうかの尺度は、配偶者控除をなくした上で、女性が男性並みに働

ける就業環境を整えるかどうか」 

・「配偶者控除の見直しまで踏み込もうとしているので、これが実現出来たら評価し

たくなります。今までは民主党も含めて話題にもなっていなかったので」 

・「なにか安倍氏に対するモヤモヤが少し整理されました」 

・「安倍政権の、女性の活用戦略の背景には、財政の論理が強力にあると思います。 

  家族の強調もケアを家族が行なうことが財政的に有効だと考えているからであ

って、女性の活用とは労働力の不足を女性労働者の搾取によって補強しようとし

ていることと同根ではないかと思います」 

・「初めて男性を変えるという言葉を聞きました。女性問題を解決するには、男性の

考え方を変えて行かなくては解決でき

ない」 

・「常に男性の行動変化に注目した視点が

あり、たいへん好感を持った」 

・「長年、性別役割分業がネックだと思っ

ていたので、そのことが法学部の研究

テーマになる時代になったのだと感慨

深いです」 

・「私は将来国政を目指そうと思っている

ので、いろいろな場で勉強させていた

だきたいです」    （まとめ高野） 



 
 ＷＷ合宿 1 日目の夜は、昼間の田村哲樹さん

の「 安倍政権の女性政策をどう見るか」 という講

演を受けて、今度は身近な「 地方自治体で女性政

策として何ができるか」 ということに焦点を当て

て学習会をもちました。講師は安間優希さん。安

間さんは名古屋市議会で会派の政策スタッフとし

て１０年間勤務した人です。  

 独自の資料と名古屋市の男女平等参画基本計画

とを照らし合わせながら、現状とその問題点につ

いて話していただきました。地方行政が、「 できて

いること」 と、「 今後できるようにしたいこと」 が

はっきりして、 とてもいいお話でした。以下安間

さんの資料をもとに簡単に報告します。  

 

安間さんの報告 
 実は市には労働行政に関する権限がなく、担当部

署もないのだが、雇用や労働におけるジェンダー

平等の推進のために市政ができることはいろいろ

ある。特に男女の賃金格差をなくすために何ができ

るかという観点から次の3点に絞って報告。 
１ ワークライフバランスの推進に関すること 
①子育て支援企業認定・表彰制度・・参照「男女平等

参画基本計画」事業６５ 
「従業員に対する仕事と子育ての両立支援」「企業

活動を通じた子どもと子育て家庭の支援」。 
「地域の子育て活動との協働による支援」を実施し

ている企業を認定し、とくに優れた企業を表彰する

⇒企業側のメリット 指名競争入札における優先指

名、少額の随意契約における優先的な事業者選定、

総合評価落札方式（名古屋市独自）による加算点の

対象となる場合がある。 
②公契約条例（名古屋市なし）・・公契約の受注企業

に、最低賃金以上の賃金を義務付けることなどが

できる条例で、これを制定するとよい。 
２ 男女の賃金格差 
①女性の管理職登用比率の向上  ⇒ 対策この

あと議論。 
名古屋市職員の管理登用比率・・局長級 区長以上

は少ない、女性副市長なし。係長試験受験率も低い

（女性 ２．９％ 男性 １５．２％）。 
②女性の活躍推進企業認定・表彰制度 
【企業部門】 意識改革、ワークライフバランスの推

進 女性の活躍推進。 
【従業員部門】 自社のロールモデル従業員、女性

管理職、両立実践者。 
2014年4月までの4年間に累計43社（テンプルス

タッフ・ピープル、パソナなど）が認定された。 
③女性ジェンダー職種の賃金向上・・・男女の賃金

格差是正のために必要である。 
女性職場は賃金が低くてもいいと思われている現

状を変える必要がある。 
・市職員・・正規職員の非正規職員への置き換えが

問題。  ⇒ このあと議論。 
 ＊ 保育士・各種（例 ＤＶ・児童虐待など）相談員

など直接市民と出会う職種に女性・非常勤嘱託・期

限付き契約職員が増えている。一方「市幹部の天下

り先ポスト」（例○○館長など）となっている職種（男

性が多い）は高額報酬。 
 ・民間福祉職場 
福祉・保育・介護など、女性ジェンダー職種は国制

度で不当に低い報酬 
名古屋市・・民間社会福祉施設運営費補給金制度

ＷＷ 合宿報告 

田村講演を受けて  
「地方議会の女性政策について学ぶ」 
 雇用のジェンダー平等推進のために名古屋

市政ができること 
講師   安間 優希さん 



（民調費）により、市内の福祉施設で働く職員の賃金

は、公務員と同程度賃金保障 
⇒但し介護保健制度により介護士、障がい者支援

制度により福祉施設職員の賃金が外れ、来年度か

らは保育士も形骸化される見込み 
⇒市単費での上乗せは可能。同一価値労働同一賃

金の実現のためにも有効と考える 
３ 女性の就業支援について・・ 
（当日資料の「基本計画」事業」６１・６２・６３を参照） 
①ひとり親家庭への就業支援・・名古屋市「ひとり親

家庭自立支援計画」（２００５年制定） 
但し「高等技能訓練促進費」は成果あり 
「高等技能訓練促進費」・・看護師などの資格取得の

ため、2 年以上就学する場合、3 年間月額 10 万円

（市民税非課税世帯）、7 万 5 千円（課税世帯）支給 

⇒ 2012 年に切り下げがあったが、その分、市で

上乗せが可能 （制度→国、窓口→市） 
②各種講座・・効果不明 

 
安間さんのレポートを受けて、議論したことのまと

め 
 １ ワークライフバランスの推進に関すること 
①子育て支援企業認定・表彰制度については、表

彰する際の基準を見直し、明確化することで、ワー

クライフバランスに積極的な企業を増やしていくこ

とができる。 
②公契約条例の制定を目指す。その場合、努力義

務ではなく義務とする。 
③公契約条例がなくても、民間企業と契約を結ぶ際、

以下の条件を入れるようにする 
  案 ・同一価値労働同一賃金 
    ・女性登用などの条件を明確化、具体的数値

目標を入れる 
④男性の育児休業の取得率を上げるためにできる

こと 
  案 ・面談時に育児休業を取る意思があるか聞く 

 ・人事考課に反映させる・・現状実質マイナ

スを実質プラスにしていく 
    ・目標をいつも発表する 
２ 男女の賃金格差をうめるために 
①女性の係長試験受験率向上のためにできること  
  案 ・クオータ制導入  ・女性の意識改革     
３ 女性の就業支援 
①ひとり親世帯といっても、実態は実にさまざまな

ので、どんな状況でも支援が受けられるようにして

ほしい。 
②母子家庭の問題は、「就労できない」ことではなく

「就労しても生活できない」こと 

           
今日の議論を受け、ＷＷとして今後目標としていく

ことを以下のようにまとめました 
①男性の育児休業取得率の向上       
②女性の係長試験受験率の向上 
③役職者におけるクオータ制導入      
④特に副市長、1人は女性を入れる 

 
 安間さんの提案のあと質疑応答に入ると、元公務

員が多いだけに、細かい点にまで質問や意見が及

びました。しかし実際の運用になると、自治体によ

り、企業により、また個人の実態により、違いが多く

ここでは詳しく書きませんでしたが、白熱した議論

が続きました。 
 この話し合いを通して、問題点かなり明確になり、

ＷＷの次回の例会で、議員候補の方々にどんなこ

とを要望していくのかがはっきりして、大変役に立

つ報告会でした。情報を提供していただいた安間さ

んに感謝します。 （三輪） 



 
佐藤さんは、ＷＷの前身組織の母体である「 国

際婦人年あいちの会」 発足人の一人でもあり、当

地で長く 活躍された弁護士です。現在は千葉県に

在住。3. 11以降の反原発運動の拠点である経産省

前テントひろばに関わり、現在裁判中の「 テント

撤去訴訟」 被告弁護団の一人でもあります。  

 
名古屋で 20 年弁護士をやって、そのあと千葉に

転居して 27 年になります。住んでいるのは我孫子

市ですが、３.１１のあと、周辺に放射性物質が飛

散・落下してきて、高濃度のホットスポットと呼ばれ

る地区になっています。我孫子の人たちは簡易の

計測器で家の庭や道路を測ったりしています。私も

地元で「原発のない社会をめざす会」というのを立

ち上げていろんな活動をしてきました。 
昨年７月にテント撤去訴訟が始まったということ

を知り、私も加わりたいと押しかけて弁護団のメン

バーに入りました。 

テントひろばのいきさつと概略 
経産省前テントひろばというのは、経産省正門前

の三角の空き地（約27 坪）に立つ、三つのテントの

ことです。２０１１年９月１１日、複数の市民団体が集

まって経産省を人間の鎖で取り囲もうというイベント

が計画されていた丁度その時、上関原発計画に反

対する若者４人が上京してきて、経産省前で１０日

間のハンストをやるということになりました。それで、

若者たちを見守る必要があるのではないかという

ことと、人間の鎖を一過性のもので終わらせず、継

続的な意思表示することができないだろうかという

ことの二つが動機となって、９月１１日人間の鎖が

行われている最中に、資材を運び込んで一挙に立

てた。それが第1テントです。 
その後、福島の女性たちが経産省に抗議するた

めに、１００人規模で来て座り込みをするという話が

出てきたんです。女たちがそんなに来るなら女性

専用のテントが必要じゃないかという話になって、

もう一つ立てられたのが真ん中の第 2 テントです。

福島の女性たちの座り込みは１０月２７日から３日

間行われて、その後を首都圏を中心とした全国の

女たちが引継いで 10 日間座り込みをしました。更

に『とつきとおか』の座り込みを交代でやることにな

り、それが終わった翌年の１０月に「原発いらない

女たちのテントひろば・福島とともに」が発足して、

今はそこが維持管理をしています。 
１０月２７日に女性たちの座り込みが始まったと

き、隅っこに小さいテントが立てられました。これが

第3テント。このテントは翌年の春から“金曜官邸前

行動”が始まって、それがどんどん人が増えて２０

１２年６月ごろには１０万人に膨れ上がった。今は

一時期に比べれば減っていますが、金曜行動は続

いています。その参加者から次の金曜までマイク・

旗・プラカード等を預けられているうちに、現在では

官邸前で行われる種々の脱原発行動参加者のた

めの備品保管場所となっています。 
テントには全国からいろんな人が訪ねてきます。

海外からもジャーナリストなどが訪ねて来ます。 
そういう訪問者に応対し、全国の脱原発、再稼働反

対の運動の人たちとの連携や、情報交換・情報発

信の場にもなっています。 
テントひろばは 24 時間体制で守られ、夜間も当

番制で二人が第1テント内で不寝番をしています。 

 

合宿二日目 
「経産省前テント撤去訴訟
について」  
～これはＳＬＡＰＰ訴訟である～ 

お話 佐藤典子さん（弁護士） 



テント撤去訴訟について 
民主党政権の時からテント撤去の要求はされて

いましたが、それ以上強硬に何かやるということは

なかったのですが、自民党政権になってから、テン

ト撤去訴訟が起きました。訴状は昨年３月２９日の

日付。原告は国です。 
このテントは今いろんな人が支えているわけで

すが、国はその中から二人を選んで首謀者とみな

し、名指しで被告にしています。その二人は共に

「九条改憲阻止の会」のメンバーです。この会のメ

ンバーが参加していたのは間違いないのですが、

そこがテントを立てたというわけでもない。でも国

はこの二人を占有者、その他の人は占有補助者

（独立の占有者でない）としています。 
国の請求は、まずテントを撤去して土地を明け渡

すこと、さらに被告二人は連帯して訴訟提起時点ま

での使用料相当額１１４４万円０５３１円と、それ以

降明け渡しまでの使用料相当額一日当たり２万１９

１７円に、年５％の遅延損害金を加えて支払えとい

うものです。計算すると現在おそらく１２００万円くら

いにはなるだろうと思います。 
市民法の民法論理から行くと、原告側は「国は土

地を所有している、被告（テント側）は占有している」

と言えばよく、被告側は占有に正当権原（賃借権や

使用許可を受けたなど契約関係）があることを主張

し、立証しなければなりません。 
そこで被告側の主張としては、まず、テントや土

地を占有しているのは被告２名ではない、多数の

人間が共同的に占有している、従って被告２名を相

手にしたのは間違いであるという点です。次に占有

の正当性については、これは憲法に保障された表

現行為なのだということ。また、国（特に責任官庁た

る経産省）に対する原発事故の責任追及、被害者

救済要求、脱原発要求の表現行為であって、請願

権・生存権の行使であるということです。しかも国に

何らの損害は与えていない。むしろこのテントは高

度な公共性を持っている、という主張です。裁判所

がこういう主張にどこまで耳を傾けるかはまだ分か

りませんが。 
さらに、原告に何の損害も与えていないのに高

額の損害賠償を要求するというのは、訴権の濫用

であるという主張もしています。この訴権の濫用に

ついては、また後でお話しします。 
この訴訟の中では、国が監視カメラで写した映像

を被告であるとして出してきましたが、それが別人

であったというお粗末な一幕もありました。ただ、そ

ろそろ法律論で勝負をしなければいけない段階に

なってきた。このままで行くと裁判所がこのあたり

で結審すると言い出しかねない危険性も出てきて、

弁護団としては危機感を持っています。 
今後の目標としては、まず、多数の占有という主

張を確実にするために、４３名の人が「独立当事者

参加」の申し立て」を行います。自分も被告にせよと

いう申立てなのです。国は１２００万円位のお金を

連帯して支払えと言っていますが、これは被告の誰

からでも全額取っていいのです。そうすると取りや

すいところから取る。資産を持っている人を狙って

差押さえなどをするわけです。そういう危険がある

けれども、いざとなったら皆でカンパして個人負担

をさせないようにしようということになりました。そ

の４３人の「独立当事者参加」の申立てを、次の公

判（１０月１４日）までに行うことになっています。 
テント関係者の中に訴訟担当の事務局があって、

弁護士と一緒になって議論しながらやっています

が、それを支えるテント応援団というのがあり、全

国から集まってくるカンパが裁判を支えています。 

 
 



ＳＬＡＰＰ訴訟とはなにか 
ＳＬＡＰＰ（Strategic Lawsuit Against Public 

Participation ） とは 「公的意見表明（ Public 
Speech）の妨害を狙って提訴される民事訴訟」のこ

とです。１９７０年代以降、環境保護運動等の市民運

動が盛んになってきたことに対して、企業側が「名

誉棄損」「業務妨害」を理由とする民事訴訟を頻発さ

せたことから、１９８０年代にアメリカで生まれた法

概念です。その結果、１９９０年頃からアメリカでは

ＳＬＡＰＰ訴訟被害防止法というのができてきている

んです。アメリカは成文法のほかに判例が法とされ

る判例法の国ですが、２０１０年までに２７州で、ＳＬ

ＡＰＰ訴訟被害防止法が成文法又は判例法ででき

たそうです。まだ連邦法にはなっていないようです

が。 
この法律では、被告からＳＬＡＰＰであるという申

立てが出ると一旦審理はストップ。数か月で結論が

出され、申立てが認められると訴えは棄却され、被

告の弁護士費用は原告が負担させられる。 
一方日本ではどうか。（※６例挙げられましたが、

１例を除き、和解中心で完全勝訴なし。特にオリコ

ンによる月刊誌から電話取材をされただけのジャ

ーナリストに対する提訴は皆あぜん。これも一審は

被告が負け、その後和解している）。 
ＳＬＡＰＰ訴訟の特徴は、公的な意見表明に対し、

もっぱら被告に精神的・経済的苦痛を与えるため民

事訴訟を起こすということです。だから訴える側（原

告）は、裁判で勝つことを最重要視していない。さら

にこの訴訟の問題は、開発による被害や環境破壊

といった本来議論されるべき公的問題が議論され

ず、名誉棄損の事実があったかどうかとなどに議

論が集中し、法廷内の技術的論争に矮小化される

ことです。また、提訴することで、他の反対者や批

判者に恐怖感を与え、委縮させることにもつながり

ます。 
日本ではＳＬＡＰＰ訴訟についての法制定がなさ

れていないし、法概念もまだ確立していないどころ

か書物も見当たりません。（私のお話しすることの

大半は、オリコン訴訟で被告にされたジャーナリス

トの烏賀陽弘道さんが自らアメリカまで調査に行か

れて発表された論文と講演に依拠しています） 
従って、裁判所を説得するのはなかなか難しい。

現行法の解釈適用で、それに似た論理というのは

何だろうかと見てみると、訴権（訴える権利）の濫用、

私たちはテント裁判でも、「これはＳＬＡＰＰ訴訟であ

る、よって訴権の濫用である」と主張しているわけ

です。（※訴権の濫用についてＨ１３年東京高裁で

被告を勝たせた確定判決について説明）。 
脱原発関係のＳＬＡＰＰ訴訟については、Ｈ２１年、

中国電力による上関原発に反対する祝島島民と市

民計４名に対して、４８００万円の損害賠償請求を起

こされたというものがあります。これはまだ審議継

続中です。また、沖縄ではヘリパット建設反対運動

で、国が国頭郡東村高江の住民を訴えています。  
国は、法律で認められている行政代執行という方

法で、市民運動に向かってくることもあります。今回

の提訴は一見穏やかな感じではありますが、そこ

に大きい金額の脅しが加わっています。テント訴訟

は根拠とするのが地代なので、１日２万円位ですが、

他では５０００万円とかの高額請求も出ています。 



質疑応答 
Ｑ．何の利益も生んでいない土地に、どうして２万

円という数値が出るのか。 
Ａ．要するに借りるとしたら、相場からこれくらいか

かると不動産鑑定士が数字を出したのでしょう。も

ちろんこちらは争うところです。 
Ｑ．国など役所が原告のＳＬＡＰＰ訴訟は、今あげら

れた二つの他にもありますか。 
Ａ．今までそういう法概念がなかったので、あまり

思い当たるものはありません。 
Ｑ．こうした注目を集めるシンボル的なものに対し

てＳＬＡＰＰ訴訟をかけるというのは、挑戦的だと思

いますが、その狙いというのは何か。 
Ａ．原発政策の中心官庁である経産省としては、正

門の横にあり、まさしく目の上のたんこぶなわけで

す。とにかく消えて欲しい。このシンボル的存在を

叩き潰すことによって、反原発運動を目に見えなく

させ、反対運動を忘れさせたいんですよね。それに、

ここが基地になっているから、例えば川内の再稼働

反対集会に、テントが募集して１００人規模で現地

に送り込む。そういった各地の再稼働反対の情報

発信の拠点でもある。まさに反原発のシンボルだ

から、国としては是が非でもなくしたいと思っている。

でもこちらはできるだけ長く抵抗するつもりです。 
Ｑ．突然来て、撤去されるようなことはないのか。 
Ａ．今は民事訴訟を起こしているから、それはでき

ない。敷地の中に入り込んでいたら、庁舎管理権で

撤去されていたかもしれない。でも塀の外で公に解

放されている場所なのでそれはできない。 
Ｑ．この後の裁判の日程は 
Ａ．次回は１０月１４日 10：30～東京地裁です。この

公判期日の時にはテントひろばは３年を超えます。

裁判は傍聴券をはるかに上回る人たちが集まりま

す。抽選にもれた人たちは裁判所前で集会をやっ

て、裁判が終わると報告集会を、だいたい議員会館

の中でやります。 
Ｑ．写真を見ると「国有地立ち入り禁止」、「敷地内で

は座り込み等禁止します」と書かれています。本当

は何か撤去できる根拠があるんじゃないか、という

気がするのですが。あるのにそれを使わないでＳＬ

ＡＰＰ訴訟にしたのか、それともないのでＳＬＡＰＰ

訴訟にしたのか、どちらでしょう。 
Ａ．誰かがちょっと座り込みをした程度なら、すぐに

排除したでしょうね。でもあれだけ大きなものを作

ってしまったあとでは、民事訴訟でやるしかなかっ

たんでしょう。立てた時は、人間の鎖で囲んでいる

間にわっとやってしまったから。 
最初は「九条改憲阻止の会」の幟が立っていたん

ですが、右翼への配慮でやめたのです。一水会の

ように原発に反対する人たちもいる。改憲反対の旗

が立っていては共闘しにくいということです。 
金曜行動とは連携しています。金曜行動には国

会議員も来て、応援のスピーチをしたりしています

ね。最初は数十人で木曜日にやっていたが、だん

だん人が増えてきて、１０万人になり、今は大体何

百人規模で、午後５時から始めて７時でパッと終わ

ります。今、東京新聞が頑張っていて、金曜デモも

毎週記事が出ます。だから朝日新聞から東京新聞

に変えちゃいました。       （まとめ文責伊藤） 



 
9 月のフェミ企画について 

  9 月27 日（土曜日）  

  第１部 「声に出して読みたい憲法・均等法」 １０：００～１２：００ 
    参加費  100円＋100フェミ、持参するもの  筆記用具 
＊この時期だからちゃんと読みたい憲法・均等法を声を出してみんなで読もう 
という企画です。 

   憲法・均等法の資料は準備しますので、手ぶらでおいでください。 
   今回だけでは終わらないので、今後例会にして行こうと思っています。 
   ぜひご参加ください。 
 
  第2部  「がん対策 有効メニュー 野菜スープ試食会」 
      １２：００～１３：３０ 
      参加費  50フェミ    持参するもの  昼食（スープ以外） 
＊知っている人は知っている、奥田さんちの無農薬、有機野菜のおいしい 
野菜スープを試食します。お弁当は持ってきてください。 
ランチをしながら、体にいい食べ物についても語り合いましょう。 

         
  第３部 「着物着付け」  １４：００～１６：００ 
      参加費  100フェミ    持参するもの  着物 帯  小物一式 

＊すでに毎月の例会になっています。初めての人歓迎します。 
着付けについて、１から教えてもらえます。自分で着た着物で散策などい 
かがですか？ 

 
  会場  奥田会員宅 ・・・ 地下鉄 浅間町 2番出口から徒歩3分 
               申し込みのあったかたには、詳しい場所を連絡します。 
 
   申し込み…１部 ２部 ３部のどの部に参加希望かわかるように 

して、前日までにＷＷ事務局または０５２-５８１-３０３８へ  
      



 
ホンネを語り始めた女たち 
2014年上半期、ディズニー映画「アナ

と雪の女王」（アメリカ／クリス・バック、

ジェニファー・リー）と、ジブリ映画「思

い出のマーニー」（日本／米林宏昌）とい

うアニメ 2 作がヒットしている。「アナ

雪」はエルサとアナの姉妹愛、「マーニー」

は主人公杏奈と謎の少女マーニーの友情

という違いはあるけれど、どちらも「女

の子が女の子の苦境に救いの手を差し伸

べる」という構造になっている所がイ

イ！今までのディズニー映画なら、苦境

に陥った王女様を救うのはたいてい王子

様だし、辛い目に遭うヒロインは、ハン

サムで優しい恋人によって支えられると

決まっていたことを思えば、この変化は

大歓迎。ＮＨＫ朝の連続ドラマ「花子と

アン」でも、主人公花子と「腹心の友」

蓮子との関係が、ドラマの中で重要な役

割を果たしてるし。 

女性達は、映画やテレビドラマの中で

も、やっとホンネを言い始めたんじゃな

いかな。「私たち女が切実に求めているの

はヒーローや恋人より、問題が起きた時

一緒に悩み、支えてくれる女子の友情な

の」ってね。 

ジブリの選んだ新しい道 

「思い出のマーニー」の主人公は 12

歳の杏奈。彼女は内向的で友達もなく、誰

に対しても心を閉ざしている。喘息の持病

がある杏奈は転地療養のために養母から

離れ、海辺の町にある親戚宅でひと夏を過

ごすことになった。七夕の夜に地元の子た

ちと揉め事を起こし、自己嫌悪に陥る杏奈

の前に、金髪の少女、マーニーが現れる。

彼女は誰も住んでいないはずの古い洋館

「湿っ地屋敷」で暮らしているという。杏

奈とマーニーは一緒にささやかな冒険を

重ね、心を通わせていく… 

今までスタジオジブリのヒット映画は

“壮大なファンタジー”（「天空の城ラピ

ュタ」「ハウルの動く城」）とか“ダイナ

ミックな伝記”（「もののけ姫」「千と千尋

の神隠し」）などの「大きい話」(早い話

が“男の子向け”ね)が多かった。アクシ

ョンが派手で異形のヒトやモノが登場す

る物語はアニメーションと相性がよくて、

いままで見たことのない世界を充分楽し

ませてくれたけれど、「思い出のマーニ

ー」は、従来のジブリ作品とはぜんぜん

雰囲気を異にしている。描かれるのは思

春期入り口に差し掛かった少女たちの複

雑で繊細な感情だ。みんなと境遇が違う、

友達との付き合い方がわからない、自分

が嫌い…殻に閉じこもった女の子の心が、

女友達との友情で少しずつ開かれていく。

彼女たちの変化が、丁寧に描き込まれた

表情や服装、精緻で美しい自然描写（海

面に映る太陽や月、雲の変化など）によ

って伝わってくる。この映画の手描きの

線には、ＣＧとは違う生々しさがある。

黒髪の杏奈と金髪のマーニーが手をつな

ぎあったり、親しみを込めて抱きあった

りするシーンには、実写映画以上のぬく

もりや肉体の接触感覚があって、思わず

ドキッ。御大・宮崎駿監督が抜けたジブ

リが次に選んだ道は、「みずみずしい抒情

性のある女の子の物語」だったのだ！ま

あびっくり。でも、そんな新ジブリ映画、

「女の映画評」 
 
『思い出のマーニー』 ―女子の友情が沁みてくる― 

高野史枝 



気に入ったわ～。 

映画に描かれてきた女性の友情 

「アナ雪」「マーニー」の感想で流れて

いるのが「これは百合（レズビアン）映

画じゃないの」という噂。レズビアン映

画もゲイ映画も大好物だけど、この 2 作

については的外れ。今まで「女同士の絆」

をキチンと描いた映画が少なかったから、

「女同士ならレズビアン映画だろう」っ

て、単純に決めちゃうんじゃないかな。

「女の友情や共感、支え合い」をシッカ

リ描いた映画が沢山あれば「ああ、この

映画はそのジャンル」と理解できるのに

ね。残念。ハリウッド映画は基本男性が

作って来たから、長い間「女同士の友情」

など関心なしだったものね～。 

でも、少ないながら名作はある。すぐ

浮かぶのは、二人の女性の生涯にわたる

友情を描いた「ジュリア」（77／フレッ

ド・ジンネマン）だ。第 2 次世界大戦前

夜、劇作家リリアンは、パリでヒトラー

への抵抗運動に加わっていた幼な馴染の

ジュリアの依頼を受け、運動資金を届け

に行く役を頼まれる。発覚すれば死につ

ながる危険な任務だ。ナチの目をかいく

ぐって資金を運ぶジュリアが、リリアン

に持つ尊敬と熱い友情は感動的だった。

もう一つは「テルマ＆ルイーズ」（91／リ

ドリー・スコット）。主婦テルマと友達の

ウェイトレス、ルイーズは、気晴

らしに出かけた週末旅行で男た

ちの侮辱に会い、怒ったテルマが

男を撃ち殺してしまう。旅はいき

なり逃避行に。二人は女同士の絆

を受け入れ、後悔のない「旅の終

わり」を選択する。ラストの悲愴

な爽快感は格別で、いつまでも忘

れられない映画だ。 

日本映画には、意識的に作られ

た「女同士の友情映画」はほとん

どないけれど、唯一光り輝いてい

るのが、女子校空間をリアルに、しかも

甘やかに描いた「櫻の園」（90／中原俊）。

日本映画史に残る奇跡的傑作だ。「下妻物

語」（04／中島哲也）のロリータ娘と女ヤ

ンキーの友情物語は、設定としては面白

かった。スポーツ女子が競い合い友情を

深める「武士道シックスティーン」（10

／古厩智之）も新鮮だったが、主演二人

の剣道がちょっとアレで…でもやっぱり

少ないね。 

 映画には波乱万丈のドラマが必要だか

ら、どうしても恋愛を中心に据え「恋な

しでは（女は）生きていけない」的な描

き方をする。しかし自分の今まで生きて

きた道（けっこう長くなった…遠い目）

を振り返ると、「人生に必要な事の多くは

女友達から受け取った」という実感が強

い。女友達は恋愛相手とは違って「醒め

たらバイバイ」するわけではないので、

誠実に付き合いさえすれば生涯続き、大

事な味方になる。「恋にウツツを抜かす時

期はもちろんあっていいけれど、それと

並行して女同士の絆を大事にね、そうで

ないと、きっと後悔しちゃうよ」という、

人生の中で大切なほんとの話を、若い女

性に伝える映画がもっと必要だと思うな。

まず王子様幻想から抜け出し、女同士の

友情の大切さが沁みてくる「アナ雪」「マ

ーニー」は、女子必見映画です。 



  

東郷町は名古屋市の東南に隣接した小さな

町です。大きい企業などもなく町政はかなり厳し

く、また商店街など、町の中心といえるところも

ありません。そのため現職町長は昨年「大規模

ショッピングモールを誘致する」という政策を打ち

出し、その実現をかけて出馬しました。これが現

職勝利の大きな要因だったようです。町政を仔

細に見れば、問題点は山積みですが、選挙戦で

の「風通しのよい町政を」という若園候補の訴え

は、なかなか町民に届かなかったようです。難し

いですね。世代交代についても、もう一人の候

補者が若園さんより１０歳若いので、強調できま

せん。また、女性候補なので「女性の目を政治

に生かすことができる」ということを、利点として

受け止められるという民意は、残念ながら当町

ではさほど高くありません。 

得票が伸びなかった要因の一つは、出足の

遅さだったのではないでしょうか。準備不足は否

めません。出馬を決めたのがほんの 1・２か月前

ということで、周りにいる前からの支持者を急き

ょ集めて、選挙態勢を整えたということです。事

務所内でも素人がやっているという状態で、世

話係の女性にたびたび「ごめんなさいね、不手

際ばかりで」と言われました。ただ、顔見知りは

誰もいない選挙事務所でしたが、毎日とても気

持ちよく通えました。中で動いているのはほとん

ど同年輩の女性で、よくあるおじさんがたむろし

て他事務所や候補の噂話をする、といった光景

も見られませんでした。ただ、中で依頼電話をか

けたり、ハガキのあて名を書いたりしていると、

外の様子は本当に分かりません。特に電話は

元々支援者の名簿なのか、とても対応がよく、

掛けていて楽ですがその分気分は緩みます。 

若園さんは議会活動も一匹狼的で、質問や政

策提案も熱心にし、活動報告『カエルめーる』も

出しています。信念に基づき群れない妥協しな

いという姿勢には共感を覚えます。また今回身

近に接して、偉ぶらない、サバサバとした人柄に

も好感を持っています。しかし選挙のようにとに

かく数を集めなければという時には、さらに別の

何かが要るのかもしれませんね。今回は、とても

よい経験をさせていただきました。 

なお、町長選挙は同時に町議会議員補欠選

挙（３議席）があり、こちらには女性が２名当選し

ています（もっとも立候補４人中３人が女性でし

たが）。元々東郷町は女性議員の多い町で、か

つて町議会議長が女性だったこともあります。今

は補欠当選も含め３名です。来年４月には統一

地方選挙があり、若園さんも引退する気はない

と言っておられます。女性町長誕生の期待は今

回外れましたが、女性議員の数も増やしていか

なければ

と思って

います。 

報告 
残念！愛知県初の女性首長ならず 

 8 月の東郷町長選挙 「女性首長を実現する会 あいち」も応援しました 

                           女性首長を実現する会 あいち 

 
８月２４日に実施された東郷町長選挙は、現職町議会議員だった若園ひでこさんが立候補す

ると聞きつけ、「女性首長を実現する会 あいち」（以下「女性首長の会」）は即、かけつけま
した。若園さんは、女性首長の会の基本政策も受諾され、「男女共同参画が当たり前の町に」
をスローガンの一つに掲げての立候補でしたが、女性政策を前面に出す戦略はとらないとの意
向で、「女性首長の会」は広く応援を呼び掛け、選挙のお手伝いをするというかたちで臨みま
した。 
 序盤、愛知に初の女性町長が誕生するかもと期待は膨らんだのですが、残念ながら落選でし
た。投票率は 46.66％（先回より 2.14％アップ）。結果は、川瀬正喜（現職）5880、井俣憲治
5436、若園ひでこ 3311で、若園票は予想以上に伸びなかったと言えます。 
 以下は、「女性首長の会」会員として選挙事務所に応援に行っていた東郷町民でもある伊藤
さん（WW事務局）からいただいた感想です。 



 
朝日新聞9月10日の「いちからわかる！」欄は、

“ふるさと納税 利用しやすくなるの？”でした。そ

うなんです。来年2015年度からは、面倒な確定申

告をせずとも「減税分」が戻るようになる予定です。

さらに政府は、減税の限度額を来年から倍増させ

て「地方の活性化」を進めたい考えであるとか。 
今年度は確定申告をしないと、この「減税分」が

戻らないので、ご注意。では、朝日新聞記事をもと

に、しくみを説明します。 
①応援したい地方自治体（都道府県、市町村）に寄

付すると、国に治める所得税と、住んでいる地方自

治体に払う住民税が減税になる国の制度です。 
②実際に「ふるさと」に納税するわけではない。寄

付先は全国どの自治体でも自由に選べる。これを

活用して、脱原発で頑張っている北海道函館市と

か、先の戦争で本土防衛の捨て石とされたうえ、

戦後は土地を基地に奪われ、生きる手段を基地に

頼るしかない矛盾を抱え続けた沖縄の人々への

応援にお金を回すことができる。 
③「地方の活性化」「町おこし」を進めるのが、政府

の狙いであれば、ぴったり利にかなっているかも。 
④減税分が、寄付先の自治体に回る仕組みなの

で、納税している人でないと利用できない。どれだ

けの金額を減税で、寄付に回せるかは、住民税額

のほぼ 1 割が上限とされる。住んでいる自治体の

市民税課に聞き合わせると、自分の場合のおよそ

の上限額を教えてくれる。2000円は自己負担が条

件なので、2000 円を超える納税額でないと、減税

にはならない。 
⑤ある人が3万円を寄付したとしよう。3万円から、

自己負担分の2千円を引いた2万8千円が減税と

なって、戻る仕組みだ。2 万円の寄付なら、1 万 8
千円が減税となる勘定だ。つまり、2 千円の自己負

担で、その人の納税額に応じて、2万円とか3万円

という額を応援したい自治体に寄付できるというシ

ステム。ぜひ、活用して、頑張っている自治体を応

援していただきたい、と思う。 
私は、沖縄県名護市にすでに寄付を済ませた。

名護市は、辺野古への基地移設に反対する稲嶺

市長を再選し、「再編交付金に頼らないまちづくり」

を掲げる。しかし、基地への協力度合いに応じて

交付される再編交付金（これがすごい金額だ。あ

る年は6億とか、別の年は10億とか）はカットされ、

市財政は苦しいはずだ。ジュゴンとサンゴの海を

守るべく、名護市は市をあげて頑張っている。だか

ら寄付金目当ての他の自治体のような「豪華景品」

はない。ホームページを開くと「景品の用意はござ

いません」との表示が出ている。新聞では、松阪牛

や、松葉ガニといった豪華景品を目当てに「ふるさ

と納税」をする人が増えているとある。皆さんは

「景品」目当てではない、政治的意思表明としての

寄付をしていただきたい。心意気での寄付をお願

いしたい。一人の寄付は大した額にならずとも、10
人、100人とまとまれば、十分にその自治体住民を

励ますことができる、と思う。名護市民は最近の選

挙でも「移設反対派」議員を14人当選させ、議会で

の多数派を形成している。 
函館市は、海を隔てた向かいの青森県「大間原

発」の建設差し止めを求め、函館市が原告となって

訴訟を起こした。保守系市長ながら、「市民の命と

生活を守る」ためには、訴訟しかない、と腹を決め、

原発訴訟で実績のある河合弘之弁護士を選任した。

いろいろな考えを持つ市民がいる中で、訴訟に多

額の公費を使うことは市民の反発を招くかもしれな

いからと、弁護士費用を寄付で募ることにした。大

間と言えば最高級マグロで有名だ。ここに、原発と

は！誰がどのような考えで、大間の海を放射能で

汚しても良いと考えるのだろう？ 
福井地裁の樋口裁判長は「大飯原発運転差し止

め判決文」で明確に述べている。「国民の命と、経

済性を同列に論じること事態が誤りである」と。さら

に「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利

益は、その総体が人格権といえる。」「原発は電気

の生産という社会の重要な機能を営むものだが、

その稼働は、憲法上は人格権の中核部分より劣位

におかれるべきものだ。」と。我々の生活と生命は、

憲法上、原発の経済性を上回る、との判断だ。自

治体が原告であることといい、「運転差し止め」なら

ぬ「建設差し止め」を求めた裁判であることといい、

先見性に富んだ面白い裁判である。大飯原発の

「福井判決」に続く快挙を期待したい。 
ふるさと納税におすすめの２市をご紹介いたし

ました。ひと手間（確定申告）かけて、寄付という形

の意思表示をしましょう。 
手順をまとめると１、お住まいの自治体の市民

課に「ふるさと納税」できる上限額を問い合わせる。

２、寄付先の自治体に「ふるさと納税」の意思を伝

え、振込用紙を送ってもらう。３、振込用紙を使って

送金する。４、「寄付金受領証明書」が送られてくる。

→保管しておいて、確定申告の際提出し、「税金控

除申請」をする。これで完了です。２０００円を上回

るあなたの寄付金は、次年度の税金が減額となっ

てあなたに戻ります。         

投稿 
ふるさと納税で《脱原発》《辺
野古基地移設反対》のすすめ 

岡田夫佐子 



 

     

 

  

資料室 ご意見・資料のコピー請求は下記（川澄）までどうぞ。 

ｔｅｌ、ｆａｘ：０５２−６８１−６７２７ mail：ｎｅｎｎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それゆけ女たち 

 セクシャルハラスメントと闘う労働組合ぱあぷる  

  no.23 

・６月ミーティング『愛国の妻たち』（北
原みのり・朴順梨/著・河出書房新書）を
読んで 「愛国の女たち」から見えてくる
もの・・・愛国の女たちは、慰安婦問題を
「レイプされている泣いているおばあさん
とレイプ犯といわれて泣いているおじいさ
んの喧嘩」ととらえ、おじいさん側に肩入
れして喧嘩に勝ちたいと思っている、とい
う。慰安婦問題は勝ちも負けもなく、女性
への性暴力は、ともに解決・克服すべき課
題。だが、彼女たちに通じることばはすぐ
には思いつかない・・・。 

・ぱあぷるレポート ”世界の果ての通学
路”（仏映画）に感動！・・・ケニア、ア
ルゼンチン、モロッコ、インドの子どもた
ちが、信じられないくらい遠い通学路を学
校へいきたい気持ちだけで、兄弟、友達と
助けあいながら通うドキュメンタリー。必
見。（筆者も見ました。爽やかなおおきな
感動。特にインドの３人兄弟が、兄のボロ
車イスをぬかるんだ悪路を苦労してひっ
ぱっていく描写は笑いと涙で忘れられませ
ん） 

 

 

男女差別賃金をなくす連絡会ニュース 

    2014.8.8 

 ・みずほ銀行における”女性活用”の実情
と、同銀行女性労働者の昇格差別是正のた
たかい」についての交流会のまとめ・・・
均等法後入行した女性は重役など昇格され
マスコミ報道などがなされているが、法施
行以前の差別は公序良俗に反しないと救済
されていないことが多い。金融ユニオン
（個人加盟組合）に加入してみずほ銀行に
昇格実現を迫った F さんの報告。男性の８
０％が４０歳までに昇格する 4 級へ F さんは
定年間近のこの７月にやっと昇格。F さんの
前には「３０年以上昇給昇格がなく、男性
２７歳程度の資格に据え置かれた」と訴え
た N さんの戦いもあった。N さんは団交の結
果２０１１年銀行と和解。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい通信 No.174，175 

・○グランドデザイン研究所 社員/セクハ
ラ・労働審判 訪問介護事業所等を行なっ
ている会社。職場内での悪質なセクハラに
ついて組合が交渉、まともに向き合わない
会社。 



INFORMATION・情報・じょうほう  

        【女性首長を実現する会 あいち】【あんまゆきと虹色名古屋の会】  

講 座 

日 時 

 

場 所 

問合せ  

トーク 

日時 

 

 

 

場所等 

女性首長を実現する会あいち現職議員懇談会 

１０月５日（日）13：00～15：00 無料 

東裕子（愛知県議）、山盛さちえ（豊明市議）、井上恭子（常滑市議）、福田千恵子（南知

多町議） ご参加予定  場所：東海ジェンダー研究所研修室  

Blog：http://ameblo.jp/quota-aichi/ 問合：womanhead@hotmail.co.jp          

☆彡木曜虹色ミーティング☆彡 

 毎月第二、第四木曜１９:００から、いろんなテーマでトークをしています 

１０月９日（木) 東日本被災地の今～女性の視点から～高橋清美（復興支援「絆」カフェ） 

１０月２３日（木） 外国人女性を支援する活動 杉戸ひろ子（つながろうアジアの女たち

ASAの会）・・・・11月 13，27日は、保育、フェアトレードを取り上げる予定 

場所 Queer+s（地図 http://queer-s.com/） 問合 Blog http://nijiiroyuki.com/  

 【かけこみ女性センターあいち】  

講 座 

日 時 

 

 

 

 

会場等 

ｺﾝｻｰﾄ 

内 容 

日 時 

 

問合せ 

DV被害者『支援者のためのスキルアップ講座』。2014年度モリコロ基金事業 

■第一回 ひとり親と子どもたちの貧困と行政への提言 

１０月１１日（土）13：30～16：00 講師 赤石千衣子（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長） 

□第二回 DVの背景にある男女の不平等を読み解く 

１１月３０日（日）13：30～16：00 講師 角田由紀子（弁護士） 

■第三回 司法の場における DV事件から学ぶ 2015年 1月予定 

イーブルなごや（旧名古屋市女性会館・地下鉄東別院） 参加費：1,000円 （要申込み） 

DV被害者支援のためのチャリティーコンサート『オカリナとピア ノのコンサート』 

☆彡世界的に活躍する オカリナ奏者「大沢 聡（ピアノ白神由美子）」による演奏会 

１１月７日（金）  １４：００～ 参加費 2000円 

５’Rミュージックステーション（千種駅徒歩 2分）CAPNA,Rinとかけこみとの共催ｲﾍﾞﾝﾄ 

http://stop-dv.org/index.html womyn@stop-dv.org 

 【東海ジェンダー研究所】 

講演会 

日 時 

場 所 

主 催  

後援企画 

日 時 

 

場 所 

問 合 

戦後日本の公害・環境問題と女性の歴史的役割 宮本憲一氏（元滋賀大学学長） 

１０月１９日（日）13：50～16：30 

名古屋都市センター ホール 11F 参加費 無料 定員 100 名 

東海ジェンダー研究所 E-mail:info@libra.or.jp  http://libra.or.jp                       

「食」をめぐる環境～未来の子どもたちのために～食を守ろう 

１０月２６日(日) 開場 12：00 開会 12：30   

＊基調講演 浅沼修―教授(名古屋大) 「気候変動の世界の中で環境と食料を考える」 

＊パネリスト報告、＊休憩・試食（あいちの野菜等）＊フロアでの意見交換”しゃべり場” 

ウィルあいち 3Ｆ大会議室 参加費 無料 

ウィル 21フォーラム事務局 日置雅子 Tel:052-711-8220 

 【名古屋 YWCA】 

映 画 

日 時 

主催等  

講演会 

 

日 時 

主催等 

DVD上映 「あなたは戦死した夫や子どもに まだ軍服を着せますか？」 

１０月２０日（月）13:30～15:30 

参加費：500円 主催 名古屋 YWCA 平和・国際小委員会 yyy@nagoya-ywca.or.jp       

ウィメンズカウンセリング名古屋 YWCA 15周年記念講演会 

「あなたが苦しくなる「母」から自由になるために ～ 私は私。母は母。～」 

１１月３日（月祝）13:30～16:00 講師：加藤伊都子参加費：1500 円  

要問合 Tel： 052-961-7707  wcny@nagoya-ywca.or.jp 

mailto:womanhead@hotmail.co.jp
http://stop-dv.org/index.html
mailto:womyn@stop-dv.org
http://libra.or.jp/
mailto:yyy@nagoya-ywca.or.jp
mailto:wcny@nagoya-ywca.or.jp


【 【愛知県 男女共同参画推進室】 

ｾﾐﾅｰ 

日 時 

場 所 

 

 

 

 

 

問 合 

企業の明日を担う女性のための 次世代の女性管理職養成セミナー 

■平日コース（すべて木曜日 ９：３０～１６：３０、最終日のみ１３：３０～１６：３０） 

・名古屋会場：１０月２日、１６日、１１月６日、２０日、H27. ２月１２日 ５日間 

・岡崎会場：１２月４日、１１日、H27.１月１５日、２２日、２月１２日（名古屋と合同開催） ５日間 

■土曜コース（すべて土曜日 １２：３０～１６：００、最終日のみ１３：３０～１６：００） 

名古屋会場：ウィルあいち、岡崎会場：愛知県西三河総合庁舎  

＜定員＞ いずれも２０名（要申込） 

＜対象＞県内の企業で働く女性中堅社員（企業から推薦を受けた方。管理職でない方） 

県男女共同参画推進課danjo@pref.aichi.lg.jp 電話(052)954-6657   

【 【ウイルあいち】 

イベント 

日 時 

 

 

内  容 

イベント 

 

日 時 

 

 

 

場 所 

 

問 合 

企業経営と女性の活躍を考えるシンポジウム～女子力で会社を変えるには～ 

１０月１１日（土） 13:20～16:00 託児あり 

基調講演『女子力で会社を変えるには』 橘・フクシマ・咲江 G&S Global Advisors   

パネルディスカッション：コーディネーター 石田好江(愛知淑徳大) 

パネラー：小池利和（ブラザー工業）日下智重子（(株)リブレ）                         

働く女性のキャリアアップ＆交流ビュッフェ 

企業の第一線で活躍している女性ゲストからアドバイス、ミニセミナーと、軽食 

第 2回 10月 10日（金）18:30～ 北川尚子（東海東京証券 執行役員） 

第 3回 11月 7日（金）18:30～ 大川明美（アイシン精機(株)グループマネージャー） 

第 4回 12月 6日（土）17:00～ 林美保子（ミッドランドスクエア 販促･広報ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

第 5回 2月 12日（木） 現在調整中  

参加費  2,000円（飲食代含む。) 定員 各回 80名 託児 あり（要申込・無料） 

場所：ウィルあいち 会議室等 （公財）あいち男女共同参画財団 企画協働課 

TEL 052-962-2512、FAX 052-962-2477  メール【willkouza＠aichi-dks.or.jp】  

【 【イーブルなごや】(旧女性会館＋つながれっとNagoya) 

公開講座 

講 師 

日 時 

場 所  

映 画 

 

日 時 

 

問 合 

感性を磨き 女性の力を職場に活かす ～髙島屋グループ初の女性店長として～  

宇都宮優子（JR東海髙島屋 常務取締役） 

１０月１８日（土） 10：00～12：00 

イーブルなごや（旧女性会館）ホール 無料 事前申し込み不要 定員 350人        

映画「Girl Rising ～私が決める、私の未来～」 

女の子たちを待ち受ける高くて非情な壁の現実と希望。ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ風オムニバス映画。

１１月１６日（日） 10:00～12:00 無料 定員 350人（要申込み） 

イーブルなごや（旧女性会館）ホール 映画提供元：公益財団法人プラン・ジャパン

TEL：052-331-5288  FAX：052-322-9458  HP: https://e-able-nagoya.jp/ 

 
政党・政治団体と市民の集い 

「集団的自衛権行使容認並びに解釈改憲を阻止するためにどうすればいいか」 
【日時】 2014 年 11 月 9 日（日）13：30～16：30（13：00 開場） 
【場所】 名古屋市市民活動推進センター集会室 
（ナディアパークデザインセンタービル６階） 
【主催】政治を考える市民の会 連絡先（FAX：052-671-6537 Mail：seiji.shimin@gmail.com） 
 
☆☆毎週金曜日「中電・関電前アクション】☆☆ 
３年を過ぎた今も、毎週行動がおこなわれています！行ってない人、いちどは行こう！ 
★再稼働反対アクション関電東海支社前 ACT★ ＝１８時から２０時 地下鉄高岳 １番出口 
☆浜岡原発を廃炉に！中電本社前アクション☆ ＝１８時から１９時 地下鉄高岳 or栄 
参加できる時、参加できる時間帯だけでも OK！ 仕事帰りや、栄に出向いた折など、参加しよう。 

WW は市民の会の賛同
団体になっています！ 

mailto:danjo@pref.aichi.lg.jp
mailto:seiji.shimin@gmail.com
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